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一

は
じ
め
に

大
村
西
崖
（1868

〜1927

）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
密
教
発
達
志
（
１
）

』
は
、
日
本
で
は
じ
め
て
、

密
教
を
近
代
的
な
歴
史
学
の
視
点
か
ら
論
じ
た
大
著
で
、
大
正
七
年
（1918

）
に
刊
行
さ
れ
た
。

大
村
は
、
本
書
の
出
版
に
よ
っ
て
、
大
正
九
年
（1920
）
に
帝
国
学
士
院
章
を
受
賞
し
て
い
る
。

明
治
期
に
近
代
化
が
進
む
日
本
で
は
、
南
條
文
雄
ら
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
も
、
欧
米
の
文
献
学
的
、

歴
史
学
的
な
研
究
方
法
が
導
入
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
の
中
で
も
、
密
教
の
研
究
に
関
し
て
は
、
そ
の

閉
鎖
性
の
た
め
か
、
そ
れ
ほ
ど
導
入
は
進
ま
ず
、
密
教
の
相
承
を
受
け
た
学
僧
た
ち
に
よ
っ
て
、
伝

統
的
な
宗
学
に
よ
る
解
釈
や
理
解
が
さ
れ
て
い
た
。
美
術
研
究
を
し
て
い
た
大
村
自
身
も
、
権
田
雷

斧（1846

〜1934

）に
師
事
し
、伝
法
院
流
の
灌
頂
を
受
法
し
て
、密
教
の
相
承
者
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
大
村
が
、
歴
史
学
的
、
文
献
学
的
な
手
法
を
用
い
て
、
密
教
を
発
達
史
と
い
う
視
点
で
本
書
を

著
し
た
。

本
書
に
対
す
る
反
響
は
大
き
く
、
す
ぐ
に
「
密
教
発
達
志
批
判
講
演
会
」
が
催
さ
れ
、
加
藤
精
神

（1872

〜1956

）・
河
口
慧
海
（1866

〜1945

）・
権
田
の
三
氏
に
よ
っ
て
、
宗
学
的
、
チ
ベ
ッ

ト
学
的
な
視
点
か
ら
の
批
判
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
（
２
）
。
大
村
の
密
教
の
師
で
も
あ
っ
た
権
田
は
、
続
け

て
『
我
観
密
教
発
達
志
（
３
）

』
を
著
し
て
、
さ
ら
に
大
村
を
宗
学
的
な
視
点
か
ら
批
判
し
た
。

こ
こ
で
批
判
さ
れ
た
の
は
、
密
教
の
伝
統
的
な
理
解
に
反
し
て
、
大
村
が
、
密
教
を
非
仏
説
で
あ

る
と
主
張
し
た
こ
と
や
、
密
教
の
八
祖
相
承
を
否
定
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
伝
統
的
な

宗
学
と
、
近
代
的
な
学
と
し
て
の
仏
教
学
の
問
題
が
見
て
取
れ
る
が
、
そ
の
後
の
密
教
研
究
は
、
大

村
の
と
っ
た
文
献
学
的
、
歴
史
学
的
な
方
法
に
よ
る
も
の
が
主
流
と
な
り
、
現
在
で
は
、
伝
統
的
な

視
点
か
ら
大
村
の
主
張
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
村
の
『
密
教
発
達
志
』
は
、
密
教
研
究
の
そ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
特
に
、
そ
の
後
の
密
教
の
歴
史
的
な
研
究
は
、
こ
の
大
村
の
論
考
を
も
と
と
し
て
、
そ
こ

に
大
村
の
用
い
な
か
っ
た
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
の
文
献
や
考
古
学
的
な
史
料
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
、
大
村
の
研

究
法
に
は
、
河
口
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
漢
訳
文
献
だ
け
に
よ
っ
て
い
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
本
書
の
論
考
で
論
証
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
現
代
で
も
首

肯
さ
れ
て
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
密
教
研
究
、
ひ
い
て
は
仏
教
研
究
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で

あ
り
、
密
教
や
仏
教
を
研
究
し
よ
う
と
志
す
者
に
は
必
読
の
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本

書
は
、
大
村
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
密
教
を
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の

人
に
読
ま
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
、
あ
え
て
漢
文
で
著
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
既
に
絶
版
と
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
研
究
で
は
、
多
く
の
研
究
者
の
便
を
考
え
、
こ
の
大
村
の
『
密
教
発
達
志
』

を
、
書
き
下
し
て
、
現
代
の
研
究
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
、
脚
注
を
加
え
た
。

凡
例

一
、 

大
村
西
崖
著
『
密
教
発
達
志
』（
国
書
刊
行
会
、1972

覆
刻
）
を
底
本
と
し
た
。

二
、 

旧
漢
字
は
、
当
用
漢
字
に
改
め
た
。

三
、 

書
き
下
す
に
当
た
っ
て
、
可
能
な
限
り
、
大
村
の
返
り
点
に
し
た
が
い
、
適
宜
、
段
落
分

け
を
し
た
。

四
、 
大
村
に
よ
る
割
り
注
は
（
）
で
示
し
た
。

五
、 

経
典
名
や
著
作
名
に
は
『
』
を
、
引
用
文
に
は
「
」
を
附
し
た
。

六
、 

人
名
に
は
、
可
能
な
限
り
｛
｝
に
よ
っ
て
生
没
年
、
国
王
の
場
合
は
在
位
を
補
い
、
イ
ン

ド
名
が
附
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
イ
ン
ド
名
を
補
っ
た
。
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八
輯

二

七
、 

地
名
に
関
し
て
も
、可
能
な
限
り
｛
｝
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
名
、及
び
現
在
の
地
名
を
補
っ
た
。

八
、 

年
号
に
関
し
て
も
、｛
｝
に
よ
っ
て
西
暦
年
を
補
っ
た
。

九
、 
頭
注
で
表
さ
れ
て
い
る
節
や
項
を
分
け
、
そ
の
節
や
項
の
番
号
（
１
、
①
）
を
附
し
た
。

密
教
発
達
志
巻
一

日
本　

大
村
西
崖
撰

一
、
教
の
興
り
よ
り
隋
に
至
る
ま
で

１
、
付
法
の
伝
説

昔
、
毘
盧
遮
那
仏
、
瑜
伽
無
上
秘
密
最
大
乗
教
を
以
て
、
金
剛
薩
埵
に
伝
う
。
金
剛
薩
埵
、
数
百

歳
に
し
て
、
方
に
龍
猛
菩
薩
を
得
て
、
伝
授
す
。
龍
猛
、
ま
た
数
百
歳
に
し
て
、
す
な
わ
ち
龍
智
阿

闍
梨
に
伝
う
。
龍
智
、
ま
た
数
百
歳
に
し
て
金
剛
智
阿
闍
梨
に
伝
う
。
こ
れ
、
秘
密
仏
教
付
法
の
伝

説
に
し
て
、
古
来
よ
り
広
く
世
に
行
わ
る
。

然
る
に
、
金
剛
智
｛Vajrabodhi, 671

〜741

｝、
及
び
そ
の
弟
子
不
空
｛A

m
oghavajra, 705

〜774

｝
の
親
筆
の
録
す
る
所
を
検
ぶ
る
に
、
未
だ
曽
て
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
あ
ら
ず
。
蓋
し
、

そ
の
事
、
初
め
、
不
空
の
俗
弟
子
、
趙
遷
の
撰
す
る
所
の
『
不
空
行
状
（
４
）

』、
竝
び
に
嚴
郢
の
撰
す
る

所
の
『
不
空
影
讃
（
５
）
』
及
び
『
碑
銘
序
（
６
）
』
に
出
ず
（『
表
制
集
』
四
・
五
（
７
）
）。『
三
十
七
尊
出
生
義
（
８
）
』
も

ま
た
、
粗
ぼ
同
な
り
。『
出
生
義
』
は
、
不
空
訳
と
称
す
と
い
え
ど
も
、
そ
の
末
文
に
云
く
、「
ま
た
、

誓
約
を
以
て
不
空
金
剛
阿
闍
梨
に
伝
う
。
然
る
後
、
そ
の
枝
條
付
嘱
、
頗
る
、
そ
の
人
あ
り
（
９
）

。」
と
。

こ
れ
、
豈
に
、
不
空
の
自
ら
記
す
る
所
な
ら
ん
や
。
す
な
わ
ち
、
不
空
の
徒
の
述
ぶ
る
所
な
る
こ
と

明
ら
か
な
り
。

然
り
而
し
て
、
空
海
｛774

〜835

｝、
こ
れ
に
よ
り
て
、『
請
来
録）
10
（

』・『
付
法
伝）
11
（

』、
及
び
『
遺

告）
12
（

』
を
作
る
。
海
雲
の
『
金
剛
界
大
教
王
経
師
資
相
承
伝
法
次
第
記）
13
（

』
も
ま
た
然
り
。
爾
来
、
台
東

両
密
の
諸
師
、
こ
の
説
を
稟
受
し
、
血
脈
・
印
信
、
皆
悉
く
こ
れ
に
従
う
。
道
詮
の
『
群
家
諍
論
』、

宗
叡｛809

〜884

｝の『
真
言
疑
目）
14
（

』等
、そ
れ
、信
を
厝
く
に
足
ら
ず
と
斥
言
す
と
い
え
ど
も（『
玉

印
鈔
』
一）
15
（

）、
歴
代
の
密
家
、
弁
証
甚
力
し
、
因
襲
の
久
し
き
に
、
遂
に
通
説
と
な
る
。
ま
た
動
ず

べ
か
ら
ざ
る
者
の
如
し
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
豈
に
、
そ
れ
し
か
ら
ん
や
。

２
、
大
日
如
来
と
釈
尊

そ
れ
、
い
わ
ゆ
る
毘
盧
遮
那
仏
と
は
、
既
に
天
竺
の
梵
語
を
以
て
、『
大
日
』・『
金
剛
頂
』
等
の

経
を
説
き
て
、
密
教
始
め
て
世
に
伝
わ
る
こ
と
を
得
。
豈
に
、
本
地
無
相
の
法
身
の
み
な
ら
ん
や
。

そ
れ
、
梵
語
の
言
遮
あ
る
所
以
の
身
、
す
な
わ
ち
、
釈
迦
牟
尼
世
尊
に
あ
ら
ず
し
て
、
誰
か
能
く

こ
れ
を
説
く
と
せ
ん
や
。
故
に
円
珍
｛814

〜891

｝
の
『
些
些
疑
文
』
に
云
く
、「
真
言
の
文
字

は
、
こ
れ
梵
王
の
言
詞
な
り
。
随
方
の
文
字
と
謂
う
べ
し
。
法
身
、
言
な
し
。
権
に
託
し
て
理
を
示

す
。
何
ぞ
法
然
の
道
理
の
所
成
の
文
字
な
り
と
言
わ
ん
や）
16
（

。」
と
。

こ
れ
を
以
て
遮
那
の
身
格
は
、
詭
弁
縦
横
な
り
と
い
え
ど
も
、
も
し
形
而
上
の
論
を
措
き
て
、
歴

史
上
の
見
地
に
立
ち
、
能
説
者
と
な
る
の
実
に
即
し
て
、
以
て
こ
れ
を
指
さ
ば
、
す
な
わ
ち
、
遂
に

釈
尊
に
帰
せ
ざ
る
を
得
ず
。
故
に
、『
観
普
賢
経
』
に
云
く
、「
釈
迦
牟
尼
仏
を
毘
盧
遮
那
遍
一
切
処

と
名
づ
く
。
そ
の
仏
の
住
処
を
常
寂
光
と
名
づ
く）
17
（

。」
と
。

『
大
日
経
』（
巻
六
）「
説
百
字
生
品
」
に
謂
う
所
の
「
法
自
在
牟
尼）
18
（

」
と
は
、
蓋
し
釈
尊
を
指
す
。

一
行
の
『
疏
』（
巻
十
八
）
に
、
こ
れ
を
釈
し
て
云
く
、「
法
自
在
牟
尼
と
は
、
こ
れ
、
す
な
わ
ち
、

毘
盧
遮
那
の
別
名
な
り）
19
（

。」
と
。『
金
剛
界
伝
法
次
第
記
』
に
ま
た
云
く
、「
毘
盧
遮
那
如
来
、
す
な

わ
ち
釈
迦
如
来
な
り
。
こ
れ
は
、
こ
れ
法
性
身
に
約
す）
20
（

。」
と
。

円
仁
｛794

〜864

｝
の
『
金
剛
頂
経
疏
』（
巻
三
）
に
、大
興
善
寺
阿
闍
梨
の
説
を
録
し
て
云
く
、

「
か
の
法
華
の
久
遠
成
仏
も
ま
た
、
こ
れ
、
こ
の
経
の
毘
盧
遮
那
仏
な
り
。
異
解
す
べ
か
ら
ず）
21
（

。」
と
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
台
密
一
家
、
大
日
と
釈
尊
と
を
以
て
同
体
と
な
し
、
一
仏
の
内
証
・
外
用
・
法
応

二
身
の
差
別
に
過
ぎ
ず
と
説
く
。

『
三
十
七
尊
出
生
義）
22
（

』に
、す
な
わ
ち
釈
師
子
は
大
日
を
得
て
、金
剛
薩
埵
に
授
く
と
す
。殆
ど
同
体
・

別
体
の
両
説
を
会
通
せ
ん
と
欲
す
る
に
似
た
り
。

然
る
に
、空
海
は
『
弁
顕
密
二
教
論
』
を
作
り
、大
日
と
釈
尊
と
の
三
身
を
以
て
各
別
と
し
て
、「
応

化
仏
は
内
証
智
の
境
界
を
説
か
ず）
23
（

」
と
云
う
（
巻
下
）。
そ
の
意
、蓋
し
、密
教
を
竪
立
す
る
に
急
ぎ
、

強
い
て
、
そ
れ
と
顕
教
と
の
勝
劣
・
差
別
を
著
さ
ん
と
欲
し
、
す
な
わ
ち
、
以
て
、
こ
の
言
を
為
す

の
み
。

爾
来
、
東
密
の
諸
師
、
往
往
に
、
こ
の
見
に
固
執
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
、
そ
れ
、
大
日
如
来
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三

４
、
釈
尊
、
誦
呪
を
禁
ず

た
だ
、
し
か
の
み
な
ら
ず
。
更
に
戒
律
を
制
し
て
、
以
て
誦
呪
を
禁
ず
。

『
四
分
律
』（
巻
二
十
七
）に
云
く
、「
そ
の
時
、婆
伽
梵
、舎
衛
国
の
祇
樹
給
孤
独
園
に
在
り
。そ
の
時
、

六
群
比
丘
尼
あ
り
。
種
種
の
雑
呪
術
を
誦
す
。
或
は
支
節
呪
、
或
は
刹
利
呪
・
鬼
呪
・
吉
凶
呪
、
或

は
転
鹿
輪
卜
を
習
い
、
或
は
解
知
音
声
を
習
う
。
時
に
諸
の
比
丘
尼
の
聞
く
。
そ
の
中
に
、
少
欲
知

足
に
し
て
、
頭
陀
を
行
じ
、
戒
を
学
す
を
楽
し
み
、
慚
愧
を
知
る
者
あ
り
て
、
六
群
比
丘
尼
を
呵
責

し
て
言
く
、
汝
、
云
何
が
、
是
の
如
き
種
種
の
支
節
呪
、
乃
至
、
解
諸
音
声
を
習
誦
せ
ん
や
。
呵
責

し
已
り
て
、
往
き
て
諸
比
丘
に
白
し
、
諸
比
丘
、
往
き
て
、
仏
に
白
す
。
仏
、
こ
の
因
縁
を
以
て
、

比
丘
僧
を
集
め
て
、
六
群
比
丘
尼
を
呵
責
す
。
汝
の
為
す
所
、
非
な
り
。
威
儀
に
あ
ら
ず
。
沙
門
の

法
に
あ
ら
ず
。
浄
行
に
あ
ら
ず
。
随
順
行
に
あ
ら
ず
。
為
す
べ
か
ら
ざ
る
所
な
り
。
云
何
が
、
種
種

の
呪
術
、
乃
至
、
解
知
音
声
を
誦
習
せ
ん
や
。
呵
責
し
已
り
て
、
諸
比
丘
に
告
ぐ
。
こ
の
比
丘
尼
、

多
種
に
漏
処
あ
り
て
、
最
初
に
戒
を
犯
す
。
今
よ
り
已
去
、
比
丘
尼
と
戒
を
結
び
、
十
句
義
を
集
め
、

乃
至
、
正
法
久
住
せ
ん
。
戒
を
説
か
ん
と
欲
さ
ば
、
当
に
是
の
如
く
説
く
べ
し
。
若
し
比
丘
尼
、
世

俗
の
呪
術
を
誦
習
せ
ば
、
波
逸
提
な
り
。
比
丘
尼
の
義
、
上
の
如
し
。
世
俗
の
呪
術
と
は
、
支
節
、

乃
至
、
解
知
音
声
な
り
。
比
丘
尼
、
世
俗
の
呪
術
、
乃
至
、
音
声
を
誦
習
し
て
、
も
し
は
口
受
し
、

も
し
は
文
に
執
し
て
誦
説
し
て
、
了
了
な
れ
ば
、
波
逸
提
な
り
。
不
了
了
な
れ
ば
突
吉
羅
な
り
。
式

叉
摩
那
・
沙
弥
・
沙
弥
尼
は
突
吉
羅
な
り
。
こ
れ
、
犯
を
為
す
と
謂
う
。
犯
な
ら
ざ
る
者
、
も
し
は

治
腹
内
虫
病
呪
を
誦
し
、
も
し
は
治
宿
食
不
消
呪
を
誦
し
、
も
し
は
書
を
学
し
、
も
し
は
世
俗
の
降

伏
外
道
呪
を
誦
し
、も
し
は
治
毒
呪
を
誦
す
は
、護
身
の
故
を
以
て
犯
な
し）
30
（

。」
と
。
ま
た
云
く
、「
比

丘
尼
、
人
を
し
て
呪
術
を
誦
習
せ
し
む
れ
ば
、
波
逸
提
な
り）
31
（

。」
と
。

『
十
誦
律
』（
巻
九
）
に
云
く
、「
比
丘
、
往
き
て
、
婆
羅
門
の
子
の
比
丘
に
語
り
て
云
く
、
汝
は

婆
羅
門
の
種
な
り
。
も
っ
て
出
家
し
、
戒
を
受
く
。
汝
の
た
め
に
、
応
に
圍
陀
経
を
学
び
、
ま
た
他

を
し
て
学
さ
し
め
、
自
ら
天
祀
を
作
し
、
ま
た
他
を
し
て
作
さ
し
め
、
飲
食
呪
・
蛇
呪
・
疾
行
呪
・

劬
羅
呪
・
揵
陀
羅
呪
を
学
す
べ
し
。
是
の
如
く
、
種
種
の
婆
羅
門
の
技
術
、
汝
、
応
に
学
す
べ
し
と
。

軽
毀
心
の
故
に
、
一
一
の
語
は
突
吉
羅
な
り）
32
（

。」
と
。

以
っ
て
、
仏
意
の
存
す
る
所
を
察
す
る
に
足
れ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
仏
教
の
中

に
誦
呪
・
祭
祀
等
あ
る
は
、
す
な
わ
ち
、
皆
、
釈
尊
滅
後
の
竄
入
な
る
の
み
。

５
、
呪
術
竄
入
の
端

然
る
に
、
釈
尊
、
ま
た
、
護
身
の
た
め
に
自
ら
呪
を
誦
す
を
禁
ぜ
ず
。
且
つ
、
往
往
に
世
俗
に
随

の
存
在
を
行
者
の
心
密
三
昧
所
観
の
境
に
認
む
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
固
り
、
こ
れ
あ
り
。
然
も
、

遂
に
、
釈
尊
以
外
の
大
日
如
来
な
る
者
の
出
世
・
説
化
を
事
実
上
に
立
証
す
る
能
わ
ず
。
畢
竟
し
て
、

身
格
の
異
同
の
辯
を
外
れ
ざ
る
の
み
。

３
、
釈
尊
、
呪
術
を
排
す

そ
も
そ
も
、
釈
尊
、
果
し
て
密
教
を
説
く
や
い
な
や
。
諸
事
実
を
徵
す
に
、
誦
呪
・
焼
火
・
諸
の

祭
祀
法
、
密
教
に
伝
う
る
所
の
如
き
は
、
原
、
こ
れ
、
印
度
の
婆
羅
門
の
古
来
の
俗
に
し
て
、
呪
術

吠
陀
は
釈
尊
に
先
じ
て
、
盛
ん
に
世
に
行
わ
る
。
然
る
に
、
釈
尊
、
未
だ
曽
て
呪
術
を
行
わ
ず
。
ま

た
、
常
に
こ
れ
を
排
斥
す
。

『
長
阿
含
経
』（
巻
十
四
）
に
云
く
、「
余
の
沙
門
・
婆
羅
門
の
如
き
は
、
他
の
信
施
を
食
し
、
遮

道
の
法
を
行
い
、邪
命
自
活
す
。
或
は
人
の
為
に
病
を
呪
し
、或
は
悪
呪
を
誦
し
、或
は
善
呪
を
誦
し
、

或
は
医
方
・
鍼
灸
・
薬
石
を
為
し
て
、衆
病
を
療
治
す
。
沙
門
瞿
曇
、か
く
の
如
き
こ
と
無
し
。（
中
略
）

或
は
水
火
を
呪
し
、
或
は
鬼
呪
を
為
し
、
或
は
刹
利
呪
を
誦
し
、
或
は
象
呪
を
誦
し
、
或
は
支
節
呪
、

或
は
安
宅
符
呪
、
或
は
火
焼
・
鼠
噛
、
能
く
解
呪
を
為
し
、
或
は
死
生
書
を
誦
し
、
或
は
手
面
を
相

し
、
或
は
天
文
書
を
誦
し
、
或
は
一
切
の
音
書
を
誦
す
。
沙
門
瞿
曇
、
此
の
如
き
こ
と
な
し）
24
（

。」
と
。

ま
た
（
巻
十
六
）、
裸
形
梵
志
の
曰
く
、「
我
聞
く
、
沙
門
瞿
曇
、
一
切
の
諸
祭
祀
法
を
呵
責
す）
25
（

。」
と
。

『
摩
登
伽
経
』
に
旃
陀
羅
女
｛C

a ṇḍāl ī

｝
の
母
、
釈
尊
を
評
し
て
曰
く
、「
沙
門
瞿
曇
、
必
ず
威

力
を
以
て
し
て
、
こ
れ
を
護
念
す
。
こ
の
故
に
、
能
く
吾
が
呪
を
し
て
、
断
壊
せ
し
む
。（
中
略
）

沙
門
瞿
曇
、
そ
の
徳
、
淵
広
に
し
て
、
こ
れ
、
吾
が
力
に
比
を
す
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
仮
令
、

一
切
世
間
の
衆
生
の
あ
ら
ゆ
る
呪
術
、彼
、も
し
発
念
せ
ば
、皆
悉
く
断
壊
し
、永
く
遺
余
な
し）
26
（

。」
と
。

ま
た
、
釈
尊
、
三
迦
葉
を
度
す
時
、
優
樓
頻
螺
迦
葉
｛U

ruvela-kassapa

｝、
尽
く
そ
の
事
火
の

具
を
尼
蓮
禅
河
の
中
に
投
棄
し
て
、
再
び
用
い
ず）
27
（

（『
過
去
現
在
因
果
経
』
四
等
に
出
ず
）。

こ
れ
、
蓋
し
、
釈
尊
在
世
の
事
実
な
り
。
そ
れ
、
正
法
を
竪
立
せ
ん
が
為
に
、
呪
術
・
淫
祀
を
排

斥
す
る
の
意
、歴
然
と
し
て
、以
て
見
る
べ
し
。
そ
れ
、猶
お
、孔
子
の
「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ざ
る）
28
（

」
と
、

そ
の
揆
を
一
に
す
る
も
の
か
。

故
に
『
増
一
阿
含
経
』（
巻
十
二
）
に
、
釈
尊
所
説
の
偈
に
云
く
、「
女
人
、
及
び
呪
術
、
邪
見
の

不
善
業
、
こ
れ
は
こ
れ
、
世
の
三
法
な
り
。
覆
隠
に
し
て
最
妙
な
り
。
日
月
の
広
く
照
す
所
と
、
如

来
の
正
法
の
語
、
こ
れ
は
こ
れ
、
三
世
の
法
な
り
。
露
な
れ
ば
す
な
わ
ち
第
一
妙
な
り）
29
（

。」
と
。
こ

れ
、
誦
呪
を
以
て
、
邪
見
の
不
善
業
に
比
し
、
正
法
、
す
な
わ
ち
こ
れ
に
反
す
と
説
く
に
あ
ら
ず
し

て
、
何
ぞ
や
。
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第
九
十
八
輯

四

順
し
て
、説
い
て
曰
く
、「
祀
祠
の
火
、最
上
な
り）
33
（

。」（『
増
一
阿
含
』
二
十
五
）
と
。
ま
た
曰
く
、「
呪

火
、
第
一
斎
な
り）
35
（

。」（『
中
阿
含
』
四
十
一
）
と
。
ま
た
曰
く
、「
婆
羅
門
の
法
の
中
、
火
を
奉
事
す

る
を
最
と
す）
35
（

。」（『
過
去
現
在
因
果
経
』
四
）
と
。

す
な
わ
ち
知
ん
ぬ
。
仏
の
在
世
に
於
い
て
、
既
に
、
呪
術
の
、
教
中
に
入
る
の
端
を
啓
く
。
然
り

と
い
え
ど
も
、
呪
術
、
既
に
、
仏
の
制
戒
す
る
所
な
り
。
故
に
、
小
乗
経
に
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
竄
入
極
め
て
罕
な
り
。
こ
れ
、
す
な
わ
ち
、
原
始
仏
教
に
し
て
、
釈
尊
の
直
説
、
多
く
を
居
く

為
な
り
。

①
方
等
経
、
密
呪
を
雑
う

故
に
謂
く
、
阿
含
に
陀
羅
尼
な
し
。
大
乗
の
方
等
部
に
至
り
て
は
、
非
仏
説
論
に
言
う
所
の
如
く
、

概
ね
、
後
代
の
述
作
に
属
す
。
方
等
、
ま
た
、
方
広
と
云
う
。
元
、
敷
衍
の
義
な
り
。
以
て
、
仏
の

直
説
に
あ
ら
ざ
る
を
明
か
す
。
故
を
以
て
、
そ
の
経
典
の
中
に
、
往
往
に
密
呪
あ
り
。
作
経
年
代
、

い
よ
い
よ
降
り
て
、
密
呪
、
い
よ
い
よ
多
き
を
見
る
。
そ
の
後
、
独
り
、
誦
呪
の
み
な
ら
ず
。
供
養
・

焼
火
・
造
壇
・
観
想
の
諸
法
、
次
第
に
具
備
し
て
、
密
教
の
事
相
、
こ
こ
に
お
い
て
、
完
成
の
域
に

達
し
、
竟
に
婆
羅
門
教
と
殆
ん
ど
そ
の
外
貌
を
択
ぶ
こ
と
な
き
に
至
る
。

６
、
外
道
神
物
、
仏
教
に
入
る

す
な
わ
ち
、
そ
の
浸
漸
の
迹
を
繹
れ
ば
、
仏
、
涅
槃
の
後
、
約
二
百
年
に
し
て
、
既
に
、
外
道
神

物
の
仏
教
美
術
に
錯
る
者
あ
る
を
見
る
。

①
吉
祥
天

当
時
、羯
陵
伽
国
｛K

ali ṇga, 

現
在
のO

rissa

｝
に
愛
羅
（A

ira

）
王）
36
（

あ
り
。
そ
の
治
世
を
稽
る
に
、

蓋
し
、
難
陀
王）
37
（

（
希
臘
｛H

ellas, 

ギ
リ
シ
ャ
｝
の
歴
山
王
｛A

lexandros, ca. B
C

. 336

〜323
｝

と
同
時
に
し
て
、
周
の
顕
王
｛B

C
. 369

〜321

｝
の
末
年
に
当
る
）
の
後
、
阿
育
王
｛A

śoka, 

ca. B
C

. 268

〜232

｝（
周
の
赧
王
｛B

C
.315

〜256

｝
四
十
五
年
｛B

C
. 270

｝
に
立
ち
、
秦

の
始
皇
帝
｛B

C
. 246

〜210

｝
十
四
年
｛B

C
. 233

｝
に
殂
く
）
の
前
に
あ
り）
38
（

。

王
、
曽
て
、
仏
徒
の
為
に
、
石
窟
を
欠
荼
山
（K

ha ṇḍagiri

）
に
造
る）
39
（

。
そ
の
阿
難
陀
毘
訶
羅

（A
nantavih āra

）
40
（

）
の
彫
飾
に
吉
祥
天
｛Lak ṣm

ī

｝
乳
海
涌
出
の
像
あ
り
。

吉
祥
天
と
は
、
即
ち
、
婆
羅
門
教
の
毘
紐
天
｛V

i ṣṇu

｝
の
妃
に
し
て
、
人
天
の
祥
福
を
掌
る
も

の
な
り
。
毘
紐
は
、梵
天
｛B

rahm
ā

｝
及
び
淫
縛
｛śiva

｝
と
、外
道
の
最
勝
三
尊
と
称
す
。
吉
祥
天
、

そ
の
妃
な
る
を
以
て
、
ま
た
、
頗
る
崇
重
せ
ら
る
。

そ
の
涌
出
の
話
説
、
元
、
外
典
の
毘
紐
補
羅
拏
（V

i ṣṇupur āṇa

）
等
に
出
づ
。
昔
、
帝
釈
｛Indra

｝

等
の
諸
神
、
阿
修
羅
｛A

sura

｝
の
困
す
る
所
と
な
り
、
再
び
、
祥
福
を
得
ん
と
欲
し
て
、
毘
紐
の

教
に
隨
い
、
百
草
を
乳
海
に
投
じ
、
曼
陀
羅
山
を
抜
き
、
来
た
り
て
、
和
修
吉
龍
王
｛V

āsuki

｝
を

以
て
、
策
と
な
し
、
こ
れ
を
繞
い
、
阿
修
羅
と
偽
り
に
和
し
て
、
以
て
、
共
に
龍
索
を
牽
き
、
山
の

軸
を
転
じ
て
、
乳
海
を
撹
拌
す
。
毘
紐
、
自
ら
身
を
変
じ
、
亀
形
と
作
り
、
背
に
そ
の
山
を
負
う
て
、

以
て
、
軸
座
と
な
る
。
吉
祥
天
、
す
な
わ
ち
、
白
蓮
花
に
坐
し
、
甘
露
・
新
月
・
波
利
質
多
樹
等
の

十
三
種
の
宝
と
、
海
中
よ
り
出
現
す
。
天
界
の
白
象
、
鼻
に
金
瓶
を
執
り
、
灌
ぐ
に
、
殑
河
の
河
水

を
以
て
し
、
巧
工
、
毘
首
羯
磨
｛V

i śvakarm
an

｝、
為
に
、
そ
の
衣
粧
を
整
え
て
、
毘
紐
天
に
帰
せ

し
む
。
欠
荼
山
の
窟
門
に
彫
る
所
の
像
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
灌
頂
を
受
く
る
状
を
写
す
。

②
倶
毘
羅

伐
吸
堵
の
塔
（B

h ārhutst ūpa

）
の
欄
循
、
倶
毘
羅
｛K

ubera

｝
藥
叉
像
を
彫
る
。
倶
毘
羅
と
は
、

後
世
、
専
ら
毘
沙
門
天
｛Vai śrava ṇa

｝
と
称
す
。
是
れ
亦
、
外
道
の
神
に
し
て
、
世
界
の
北
方
を

護
り
、
地
中
の
財
宝
を
掌
る
藥
叉
の
首
領
な
り
。

③
薬
叉

薬
叉
の
、
仏
教
に
入
る
は
、
吉
祥
天
に
比
し
て
、
更
に
古
し
。
仏
の
在
世
の
時
、
給
孤
独
長
者

｛A
n āthapi ṇḍika, Sudatta

｝、
祗
園
精
舎
を
造
り
、
仏
に
白
し
て
、
画
き
て
以
て
、
荘
飾
せ
ん
と
請
う
。

仏
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
許
し
、
且
つ
、
そ
の
画
法
を
説
き
て
曰
く
、「
門
の
両
頬
に
於
て
、
応
に

執
杖
の
薬
叉
を
作
る
べ
し）
41
（

。」
と
。
ま
た
曰
く
、「
仏
殿
の
門
の
傍
ら
に
、持
鬘
の
薬
叉
を
画
け）
42
（

。」
と
。

ま
た
曰
く
、「
食
堂
処
に
於
て
、持
餅
の
薬
叉
を
画
き
、庫
門
の
傍
ら
に
於
て
、執
宝
の
藥
叉
を
画
け）
43
（

。」

と
（『
毘
那
耶
雑
事
』
十
七
）。

藥
叉
、
ま
た
、
古
来
の
印
度
の
世
俗
に
談
ず
る
所
の
神
物
な
り
。
一
に
は
良
民
と
称
す

（pu ṇyajiana

）。
蓋
し
、
釈
尊
、
夙
に
そ
の
存
在
を
認
め
る
者
あ
る
に
似
た
り
。

三
支
塔
（sanchist ūpa

）
の
四
門
に
、
ま
た
吉
祥
天
像
十
躯
あ
り
。
二
塔
の
造
建
、
応
に
阿

育
王
の
時
に
在
る
べ
く
し
て
、
そ
の
門
欄
の
彫
飾
、
其
の
刻
す
る
と
こ
ろ
案
達
羅
朝
｛A

ndhra, 

S ātav āhana

｝
の
王
の
名
を
徵
す
。
蓋
し
、
東
漢
の
初
め
｛A

D
. 25

〜
｝
を
下
ら
ず
（
阿
育
王
の
事

蹟
、
当
に
参
看
す
べ
し
）。
想
う
に
、
当
時
の
仏
徒
、
已
に
世
俗
に
浸
染
し
、
漸
く
、
外
道
の
神
物

を
崇
敬
す
る
風
を
生
ず
。
然
ら
ず
ん
ば
、
豈
に
、
斯
の
如
き
彫
飾
あ
る
を
得
ん
や
。
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五

７
、
仏
像
、
漸
く
興
る

す
な
わ
ち
、
ま
た
、
そ
の
彫
飾
の
諸
図
を
熟
観
す
る
に
、
仏
徒
の
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
の
物
、
た
だ

窣
堵
波
｛st ūpa

｝・
菩
提
樹
・
法
輪
・
仏
の
遺
物
等
あ
る
の
み
な
り
。

①
足
跡
、
仏
を
表
す

仏
伝
図
中
に
、
仏
の
当
に
在
る
べ
き
処
、
た
だ
仏
の
足
跡
を
著
し
て
、
こ
れ
を
標
す
。
未
だ
曽
て

仏
身
を
彫
出
せ
ず
。
そ
れ
未
だ
仏
像
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な
り
。
仏
在
世
時
に
方
り
、
給
孤
独

長
者
の
言
く
、「
仏
身
の
像
、
応
に
作
る
べ
か
ら
ず）
44
（

。」
と
（『
十
誦
律
』
四
十
八
）。

蓋
し
仏
滅
度
の
後
、
な
お
久
し
く
仏
身
の
像
を
作
る
者
あ
る
を
見
ず
。
仏
徒
の
意
の
謂
く
、
仏
像

を
造
る
は
、
仏
を
敬
う
所
以
に
非
ず
。

そ
の
間
、僅
か
に
出
愛
王）
45
（

｛U
dayana

｝・
勝
軍
王）
46
（

｛Prasenajit

｝
の
造
る
所
の
檀
と
金
の
二
像）
47
（

（『
増

一
阿
含
』
廿
八
）、
及
び
給
孤
独
長
者
、
特
に
仏
の
聴
許
を
得
て
造
る
所
の
贍
部
の
影
像）
48
（

（『
毘
奈
耶
』

廿
八
）
あ
り
と
雖
も
、
尚
、
後
世
に
普
く
礼
拝
の
為
に
作
る
者
と
、
そ
の
意
、
自
か
ら
別
な
り
。
且

つ
、
未
だ
広
く
世
に
行
わ
る
に
至
ら
ず
。

②
外
道
の
神
像
と
仏
像

然
る
に
婆
羅
門
教
に
在
り
て
は
、
仏
在
世
の
時
、
夙
に
神
像
あ
り
。
以
て
祭
祀
礼
拝
す
。

『
十
誦
律
』（
巻
五
十
）に
云
く
、「
舍
衛
国
に
一
天
神
像
あ
り
。
能
く
人
の
願
に
与
る
。
一
居
士
あ
り
。

従
い
て
所
願
を
求
め
、随
意
の
願
を
得
て
歓
喜
す
る
が
故
に
、白
氎
を
以
て
天
像
の
身
を
裹
む）
49
（

。」
と
。

『
毘
奈
耶
』（
巻
四
十
一
）
に
云
く
、「
諸
の
鬼
神
等
の
像
を
作
る）
50
（

。」
と
。

因
り
て
想
う
に
、
初
め
、
外
道
の
神
像
、
先
ず
仏
教
の
美
術
に
入
る
。
既
に
し
て
仏
伝
図
の
中
、

こ
れ
に
仿
い
、
以
て
、
仏
身
を
彫
出
す
る
に
至
る
。
そ
の
後
、
普
く
仏
像
を
造
り
、
以
て
こ
れ
を
礼

拝
す
る
は
、
蓋
し
実
に
婆
羅
門
教
の
俗
を
胚
胎
す
る
な
り
。

③
希
臘
の
神
像
と
仏
像

近
代
の
学
者
、
健
駄
羅
｛G

andh āra

｝
の
古
の
石
像
制
作
の
風
、
希
臘
の
神
像
に
肖
似
す
る
者
あ

る
を
以
て
、
漫
に
西
人
の
所
見
に
雷
同
し
、
皆
、
仏
像
制
作
の
因
を
以
て
、
専
ら
希
臘
に
本
く
と
す
。

豈
に
そ
れ
然
ら
ん
や
。
未
だ
軽
し
く
断
ず
べ
か
ら
ず
。

歴
山
大
王
の
東
征
の
後
、
旃
那
羅
笈
多
｛C

andragupta, ca. B
C

.317

〜293

｝（
周
の
顕
王

四
十
八
年
｛B

C
.322

｝
に
立
ち
、
赧
王
十
七
年
｛B

C
.302

｝
に
殂
く
）・
頻
頭
娑
羅
｛B

indus āra, 

ca. B
C

.293

〜268

｝（
周
の
赧
王
十
八
年
｛B

C
.301

｝
に
立
ち
、
四
十
一
年
｛B

C
.275

｝
に
殂

く
）
の
二
王
の
世
に
、西
里
亞
｛Syria, 

現
在
の
地
中
海
東
岸
一
帯
の
地
域
の
総
称
｝
の
使
臣
来
り
て
、

摩
掲
陀
｛M

agadha, 

現
在
のB

ih ār

南
部
｝
に
駐
ま
る
。
阿
育
王
ま
た
、
曳
那
｛Ionia, 

ギ
リ
シ
ャ
｝

に
通
交
す
。
し
か
る
に
、
当
時
、
仏
像
の
制
作
、
未
だ
興
ら
ず
。

④
法
輪
、
仏
を
表
す

前
漢
の
景
帝
｛B

C
.157

〜141

｝
の
際
に
、大
夏
｛Tokh āra, B

actria

｝
の
王
畢
鄰
陀
｛M

ilinda, 

M
enandros, ca. B

C
.155

〜130

｝、
篤
く
仏
法
を
奉
る
。
そ
の
鋳
す
る
と
こ
ろ
の
泉
貨
、
た
だ
法

輪
を
印
し
て
、
希
臘
の
字
を
以
て
、
題
し
て
法
王
と
云
う
。
遂
に
未
だ
仏
像
を
図
か
ず
。
こ
れ
ま
た
、

法
輪
を
以
て
仏
を
表
す
。
前
に
足
跡
を
以
て
仏
を
表
す
と
、
そ
の
意
、
相
同
な
り
。

⑤
迦
膩
色
迦
の
泉
仏

後
漢
の
和
帝
｛88

〜105

｝
の
時
に
至
り
て
、
月
氏
の
王
迦
膩
色
迦
｛K

ani ṣka, ca. 144

〜

173

｝、
始
め
て
仏
像
を
銭
面
に
印
す
。
希
臘
の
像
設
の
影
響
、
何
ぞ
、
そ
れ
、
遅
か
ら
ん
や
。

⑥
支
那
の
造
像

明
帝｛57

〜75

｝、使
を
し
て
月
氏
に
遣
わ
し
て
、そ
の
齎
す
所
、た
だ
白
氎
の
画
仏
の
倚
像
あ
り
。

然
り
而
し
て
、桓
帝
｛146

〜167

｝
に
至
り
て
、す
な
わ
ち
、始
め
て
仏
像
を
鋳
す
。
獻
帝
｛189

〜220

｝
の
時
、笮
融
｛?

〜195

｝、
黄
金
の
塗
像
を
造
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
こ
れ
を
稽
う
る
に
、

仏
像
の
震
旦
に
伝
わ
る
の
速
き
こ
と
、
寧
ぞ
驚
く
べ
き
と
せ
ん
や
。

８
、
後
漢
の
支
婁
迦
讖
の
訳
経

支
婁
迦
讖
｛Lokak ṣem

a, 2

世
紀
頃
｝、
月
氏
の
人
な
り
。
宣
法
を
志
し
て
、
洛
陽
に
遊
ぶ
。
建

和
元
年
｛147

｝
よ
り
、
中
平
三
年
｛186

｝
に
至
る
の
間
、
訳
経
に
従
事
し
、
後
に
終
る
所
を
知

ら
ず
（『
出
三
蔵
記
集
』
十
三）
51
（

、『
高
僧
伝）
52
（

』・『
開
元
録
』
一）
53
（

）。

①
仏
の
形
像
を
作
る

そ
の
光
和
二
年
｛179

｝
十
月
八
日
に
訳
出
す
る
所
の
『
般
舟
三
昧
経
』（
一
巻
、
方
等
、
ま
た

二
巻
経
あ
り
）
に
、
三
昧
を
逮
得
す
る
四
事）
54
（

の
中
に
、「
仏
の
形
像
を
作
る）
55
（

」
と
説
く
。
桓
帝
、
仏
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六

を
造
る
は
、
蓋
し
因
由
な
き
に
あ
ら
ず
。
経
中
に
説
く
所
の
常
に
仏
身
の
相
好
・
光
明
を
念
ず
る）
56
（

は
、

す
な
わ
ち
観
仏
の
濫
觴
に
あ
ら
ず
し
て
、
何
ぞ
や
。

②
東
に
向
き
て
仏
を
観
ず

ま
た
、
三
昧
中
よ
り
立
ち
て
、
東
向
に
仏
を
見
る）
57
（

と
説
く
。
後
世
の
密
教
の
曼
荼
羅
、
多
く
、
東

を
も
っ
て
上
と
し
て
、
西
門
を
開
き
、
阿
闍
梨
、
東
に
向
き
て
呪
を
誦
す
る
は
、
そ
の
根
源
、
す
な

わ
ち
こ
こ
に
在
り
。

③
阿
弥
陀
と
阿
閦

支
讖
ま
た
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経）
58
（

』『
阿
閦
仏
国
経）
59
（

』（
建
和
元
年
｛147

｝
に
出
ず
）
等
を
訳
す
。

説
く
所
に
、
八
方
上
下
の
無
央
数
の
仏
国
あ
り
。
後
世
の
密
教
に
立
つ
る
所
の
四
方
四
仏
の
中
、
阿

弥
陀
・
阿
閦
の
二
仏
、
す
な
わ
ち
始
め
、
こ
の
二
経
に
出
づ
。

註
（1）
『
密
教
発
達
志
』（
仏
書
刊
行
会
図
像
部
、
１
９
１
８
）。
１
９
７
２
年
に
国
書
刊
行
会
に
よ
っ

て
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。

（2）
こ
の
時
の
批
判
は
『
密
教
発
達
志
批
判
講
演
集
』（
国
訳
密
教
刊
行
会
、
１
９
２
０
）
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

（3）
『
我
観
密
教
発
達
志
』（
丙
午
出
版
社
、
１
９
２
５
、『
権
田
雷
斧
著
作
集
』
第
五
巻
所
収
）

（4）
『
大
唐
故
大
徳
贈
司
空
大
辨
正
広
智
不
空
三
蔵
行
状
』（T. vol.50, p.292b

）

（5）
『
大
唐
大
広
智
三
蔵
和
上
影
讃
』（『
代
宗
朝
贈
司
空
大
辨
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』
巻
四
、T. 

vol.52,p.847a

）

（6）
『
唐
大
興
善
寺
故
大
徳
大
辧
正
広
智
三
蔵
和
尚
碑
銘
并
序
』（『
代
宗
朝
贈
司
空
大
辨
正
広
智
三

蔵
和
上
表
制
集
』
巻
六
、T. vol.52, p.860b

）

（7）『
代
宗
朝
贈
司
空
大
辨
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』（T. vol.52, N

o.2120

）。
巻
四
と
五
に
な
っ

て
い
る
が
、
現
行
の
大
正
蔵
で
は
、
巻
四
と
巻
六
と
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（8）
『
金
剛
頂
瑜
伽
三
十
七
尊
出
生
義
』（T. vol.18, p.299a

）

（9）T. vol.18, p.299a

（10）
『
御
請
来
目
録
』（
弘
大
全
、vol.1, p.83

）

（11）
『
秘
密
漫
荼
羅
教
付
法
伝
』（
弘
大
全
、vol.1, p.9

）、『
真
言
付
法
伝
』（
弘
大
全
、vol.1, p.55

）

（12）
『
御
遺
告
』（
弘
大
全
、vol.2, pp.785-786

）

（13）
『
両
部
大
法
相
承
師
資
付
法
記
』（T. vol,51, p.783c

）

（14）
『
真
言
疑
目
』（
大
日
仏
、vol.28, p.1110

）

（15）
杲
宝
『
玉
印
鈔
』（『
栂
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
顕
密
典
籍
文
書
集
成
』vol.11, 

平
河
出
版
社, 

1981, p.107

）

（16）
『
些
些
疑
文
』（
大
日
仏
、vol.27, p.1040a

、
日
蔵
、vol.80, p.100b

）

（17）
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』（T. vol.9, 392c

）

（18）
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』（T. vol.18, p.40b

）

（19）
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』（T. vol.39, p.767b

）

（20）
『
金
剛
界
伝
法
次
第
記
』　
『
両
部
大
法
相
承
師
資
付
法
記
』（T. vol,51, p.783c

）

（21）
『
金
剛
頂
大
教
王
経
疏
』（T. vol.61, p.39b

）

（22）
『
金
剛
頂
瑜
伽
三
十
七
尊
出
生
義
』（T. vol.18, p.299a

趣
意
）「
釈
師
子
は
毘
盧
舍
那
如
來

を
得
て
方
に
授
け
て
、
誓
約
し
て
金
剛
薩
埵
に
伝
う
。」

（23）
『
弁
顕
密
二
経
論
』（
弘
大
全
、vol.1, p.495

）

（24）
『
長
阿
含
経
』（T. vol.1, p.89c

）

（25）
同
右
（T. vol.1, p.102c

）

（26）
『
摩
登
伽
経
』（T. vol.21, p.400b-c

）

（27）
『
過
去
現
在
因
果
経
』（T. vol.3, p.649c

）

（28）
『
論
語
』「
述
而
第
七
」（
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』
岩
波
文
庫
、1963, p.98

）

（29）
『
増
一
阿
含
経
』（T. vol.2, p.607c

）

（30）
『
四
分
律
』（T. vol.22, p.754a-b

）

（31）
同
右
（T. vol.22, p.754a

）

（32）
『
十
誦
律
』（T. vol.23, p.64c

）

（33）
『
増
一
阿
含
経
』（T. vol.2, p.684a

）

（34）
『
中
阿
含
経
』（T. vol.1, p.689c

）

（35）
『
過
去
現
在
因
果
経
』（T. vol.3, p.647b

）

（36）
こ
の
愛
羅
と
い
う
名
の
王
は
漢
文
文
献
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、A

ira

と
い
う
語
は
、

O
rissa

のU
dayagiri

に
あ
るH

āthiguph ā

の
銘
文
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
銘
文
は
、1820

年
にA

ndrew
 Stirling

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、1825

年
に
紹
介
さ
れ
た
（A

. Stirling," A
n 

A
ccount, G

eographical, Statistical and H
istorical of O

rissa Proper, or C
uttack" , A

siatic 



大
村
西
崖
著
『
密
教
発
達
志
』
訳
注
研
究
（
一
）

29

七

Reaearches, vol.15, 1925, pp.163-338

）。
そ
の
後
、Jam

es Prinsep

に
よ
っ
て
、
こ
の

銘
文
が
解
読
さ
れ
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
王
の
名
はA

ira

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
（J. 

Prinsep, " N
ote on Inscriptions at U

dayagiri and K
handgiri in C

uttak" , The Journal of the 

A
siatic Society of Bengal , vol.6-2, 1837, p.1087

）。
大
村
が
王
の
名
をA

ira

と
す
る
の

は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、B

hagw
ānl āl Indraj ī

は
、
こ
の
銘
文

を
詳
細
に
研
究
し
、
こ
の
王
の
名
は
、A

ira

で
は
な
くK

h āravela

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し

（B
. Indraj ī," The H

āthigum
ph ā and three other inscriptions in the U

dayagiri caves near 

C
uttack" , A

ctes du sixiem
e congres international des prientalittes, tenu en 1883 a Leide. 

Troisiem
e partie, section 2, 1885

）、
現
在
は
、
こ
の
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

A
ira

に
関
し
て
は
、
種
族
の
名
を
表
す
な
ど
諸
説
あ
る
が
、
中
村
元
は
、aira

を
パ
ー
リ
語
の

ayira

、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のārya

の
転
訛
で
あ
る
と
し
て
い
る（
中
村
元『
イ
ン
ド
古
代
史
』下
、

『
中
村
元
選
集
』
第
六
巻
、
春
秋
社
、1966, p.37

）。
ま
た
、
こ
のK

h āravela

王
の
年
代
に

関
し
て
も
、
諸
説
あ
る
が
、
中
村
は
、
こ
の
銘
文
の
記
述
か
ら
難
陀
王
の
後
３
０
０
年
、
紀
元

前
23
年
頃
を
推
定
し
て
い
る
（
前
掲
書
、p.22

〜23
）。
た
だ
、
中
村
は
、
こ
の
銘
文
の
翻

訳
で
は
、「
ナ
ン
ダ
王
の
第
一
〇
三
年
」（
前
掲
書
、p.32
）
と
し
て
い
る
の
で
、
統
一
さ
れ
て

い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
で
は
、
こ
の
王
が
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王

よ
り
後
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（37）
難
陀
王
と
は
、
ナ
ン
ダ
王
朝
の
王
の
事
だ
と
思
わ
れ
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
王
朝
に
は
九

人
の
王
が
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
統
治
期
間
は
百
年
〜
二
十
二
年
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

九
人
の
王
の
う
ち
、
ど
の
王
を
さ
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
年
代
的
に

見
て
、
最
後
の
王D

hanananda

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
中
村
元
『
イ
ン
ド
古
代
史
』
上
、『
中

村
元
選
集
』
第
五
巻
、
春
秋
社
、1963, p.282

〜283

）。

（38）
大
村
は
仏
滅
後
２
０
０
年
を
ナ
ン
ダ
王
と
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
の
間
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
即
位
を
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
伝
承
に
基
づ
い
て
仏
滅
後
２
１
８
年
と
考
え
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
カ
リ
ン
ガ
は
、
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
初
期
に
は
独
立
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
（
中
村
元
、
前
掲
書, p.28

）、
大
村
は
、
こ
の
間
の
王
が
愛
羅
で
あ
る
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
注
で
述
べ
た
よ
う
に
カ
リ
ン
ガ
の
王
は
紀
元
前
一
世
紀
頃
、
ア

シ
ョ
ー
カ
王
よ
り
後
の
人
物
で
あ
る
。
も
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
伝
承
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
仏
滅

後
４
０
０
年
頃
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
北
伝
に
基
づ
い
た
中
村
元
の
推
測
に
よ

れ
ば
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
即
位
は
仏
滅
後
１
１
６
年
で
あ
る
（
中
村
、
前
掲
書, p.431

）。
こ

れ
に
従
え
ば
、
仏
滅
後
２
０
０
年
は
、
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
晩
年
に
あ
た
る
が
、
カ
リ
ン
ガ
王
の
年

代
よ
り
は
百
年
ほ
ど
早
い
。

（39）K
h āravela

は
、
仏
教
徒
の
た
め
で
は
な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
た
め
にK

ha ṇḍagiri

と

U
dayagiri

を
作
ら
せ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
中
の
窟
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

後
に
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
が
侵
入
し
、
改
変
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

（40）
カ
ン
ダ
ギ
リ
の
第
三
窟A

nantagum
ph ā

の
こ
と

（41）
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
那
耶
雑
事
』（T. vol.24, p.283b

）

（42）
同
右
（T. vol.24, p.283b

）

（43）
同
右
（T. vol.24, p.283b

）

（44）
『
十
誦
律
』（T. vol.23, p.352a

）

（45）
釈
尊
在
世
時
のK

osam
b ī

の
王
。『
増
一
阿
含
経
』
で
は
優
填
王
と
訳
さ
れ
、
釈
尊
が
三
十
三

天
に
昇
っ
て
母
の
た
め
に
説
法
し
て
三
カ
月
人
間
世
界
を
留
守
に
し
て
い
た
時
、
釈
尊
に
は
や

く
帰
っ
て
き
て
も
ら
う
た
め
、
仏
陀
の
姿
に
似
せ
た
栴
檀
の
仏
像
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

（46）
釈
尊
在
世
時
のK

osala

の
王
。『
増
一
阿
含
経
』
で
は
波
斯
匿
王
と
訳
さ
れ
、
前
注
の
優
填
王

に
対
抗
し
て
、
黄
金
の
仏
像
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

（47）
『
増
一
阿
含
経
』（T. vol.2, p.706

）
取
意
。

（48）
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
那
耶
』（T. vol.23, p.782b

）
取
意
。

（49）
『
十
誦
律
』（T. vol.23, p.430c

）。
巻
五
十
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
正
蔵
で
は
巻
五
十
八
。

（50）
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
那
耶
』（T. vol.23, p.850c

）

（51）
『
出
三
蔵
記
集
』（T. vol.55, p.95c

〜96a

）
取
意
。

（52）
『
高
僧
伝
』（T. vol.50, p.324b

〜c

）
取
意
。

（53）
『
開
元
釈
教
録
』（T. vol.55, p.479a

〜481a

）
取
意
。

（54）
大
村
は
、
こ
の
部
分
に
返
り
点
を
附
し
て
お
ら
ず
「
逮
得
三
昧
の
四
事
」
と
読
ん
だ
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
経
典
の
文
脈
に
そ
っ
て
読
み
替
え
た
。

（55）
『
般
舟
三
昧
経
』（T. vol13, p.899c

）、
二
巻
経
で
は
上
巻
（T. vol.13, p.906a

）

（56）
『
般
舟
三
昧
経
』（T. vol13, p.899b

）
取
意
、
二
巻
経
で
は
上
巻
（T. vol.13, p.904b

）。

（57）
『
般
舟
三
昧
経
』（T. vol13, p.900a

）
取
意
、
二
巻
経
で
は
上
巻
（T. vol.13, p.906b

）。

（58）
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』（T. vol.12, N

o.361

）

（59）
『
阿
閦
仏
国
経
』（T. vol.11, N

o.313

） 



30

大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
八
輯

八

な
お
、
本
研
究
は
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
、
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
本
書
を
講
読
し
て
き
た
ノ
ー
ト

を
も
と
に
、
筆
者
が
大
幅
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
特
に
出
典
に
関
す
る

脚
注
に
関
し
て
は
、
ゼ
ミ
に
参
加
し
た
大
学
院
の
諸
氏
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。




